
別添

｢車両の通行の制限について｣等の一部改正について

改正の概要

１． ｢車両の通行の制限について｣（昭和５３年１２月１日付け建設省道交発

第９６号道路局長通達）別添２｢道路法第４７条の４に係る行政処分等の

、 、基準について｣の内容について 道路法第４７条第２項の規定に違反して

車両の総重量の最高限度の２倍の重量（法第４７条の２第１項の規定によ

る許可を受けた車両にあっては、許可を受けた車両の総重量から車両の総

重量の最高限度を減じた重量に、車両の総重量の最高限度の２倍の重量を

加算した重量）以上の特殊車両を通行させた場合には、告発の対象とする

ことを規定します。

２ ｢道路法第４７条の４に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて｣ 平． （

成２５年１月３０日付け国道交発第１０６号道路交通管理課長通達）の内

容について、｢車両の総重量の最高限度の２倍｣の車両の考え方について規

定します。

３． その他所要の改正を行います。

施 行：平成２７年２月２３日


